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神奈川県保健福祉局福祉部 

障害サービス課 

 

指定障害福祉サービス事業所に係る送迎加算の取扱いについて 

 

 日ごろから本県の障害福祉施策の推進に格段の御協力をいただき厚くお礼申し上

げます。 

 さて、平成27年度指定障害福祉サービス等報酬改定に伴い、日中活動系サービス

事業所及び短期入所事業所における送迎加算の取扱いについて、平成27年３月末に

本県から厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課に対して照会したところ、

同年５月に回答があり、その回答に基づき、県にお問い合わせのあった施設及び事

業所に御回答したところです。 

 しかし、平成27年10月に、当該取扱いについて疑義が生じたことから、改めて

厚生労働省障害福祉課に照会したところ、５月の回答を訂正する新たな回答があり

ましたので、日中活動系サービス事業所及び短期入所事業所の送迎加算に係る取扱

いを次のとおり訂正いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の当該加算の算定にあっては、上記の訂正内容にご留意の上適切にお取扱い

くださいますようお願いいたします。 

 

〇日中活動系サービス事業所において、障害者支援施設に入所する利用者に対し

て送迎を行った場合、送迎加算の算定が可能か。 

【訂正前】算定可能   ⇒ 【訂正後】算定不可 

 

〇短期入所事業所において、日中活動系サービス事業所への送迎を行った場合、

送迎加算の算定が可能か 

【訂正前】算定可能   ⇒ 【訂正後】算定不可 

問い合わせ先 

 事業支援グループ  

浅田、小川、髙木、中島、中居 

 電 話 045-210-4732 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051 


